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名　称 位置付け 課　題

団体運営費補助金

○公益上、必要と判断される団体に対し
て、財政基盤がぜい弱であるため一定期
間交付される補助金
　
　（例：子安神社神楽保存会補助金）
 

○公益上、必要と判断される業務（町業
務の代替等）を執行している団体（外郭団
体）への補助金

　（例：社会福祉協議会補助金・体育協会
補助金）

○長年にわたり交付を受けているこ
とで、既得権益化することにより自
主・自立できない団体について、そ
の必要性を検討する必要がある。

○社会情勢等から懸け離れて補助
目的をすでに終えている団体につい
て、その必要性を検討する必要があ
る。

○町が外郭団体への交付について
は、人件費を含むケースが多いこと
から人員配置等が過大になっていな
いか必要性を確認する必要がある。

○国・県の交付基準に基づく法定以
上の交付額がある場合には、その必
要性を検討する必要がある。

○条例や規則に基づく交付の場合
には、交付額が社会情勢等に勘案し
て妥当であるかどうか検討する必要
がある。

事業・活動費補助金

公益上必要となる事業の実施やイベント
等の活動に関する補助金

（例：チャイルドシート購入補助金）

○毎年行うから例年どおり交付する
のではなく、社会情勢等に勘案して、
真に効果があり、広く町民に効果が
普及するような事業・活動に交付さ
れているか必要性を検討する必要
がある。

○国・県の交付基準に基づく法定以
上の交付額がある場合には、その必
要性を検討する必要がある。

○条例や規則に基づく交付の場合
には、交付額が社会情勢等に勘案し
て妥当であるかどうか検討する必要
がある。

補　助　金　の　種　別　と　課　題
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指
針

項　目 内　容

（１）公共性

①住民自治、社会福祉の推進について必要性が高く、町民の福祉の向上に寄
与するもの。

②行政の施策として、事業を団体や個人に積極的に推進しようとするもの。

③受益者が特定の者に限定されず、行政と町民の役割分担から見て、真に補
助すべき事業・活動であること。

（２）効果性
①事業活動の目的、視点、内容などが社会経済状況に合致すること。

②補助金額の費用対効果が認められること。

（３）団体等の的確性

①法令等に抵触していないこと。

②団体等の会計処理及び使途が適切であること。

③団体等構成員から会費を徴収するなど自主財源の確保に努めており、団体
等における補助金収入の割合が適性であること。

④団体の決算における繰越金の額が、補助金額を超えていないこと。

（４）補助対象経費

　補助対象経費として、以下の経費は原則として対象外とする。

①宿泊を伴う視察や慰労的な研修の経費。

②交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費など直接関係しない経費。

③その他社会一般通念上、公金で賄うことがふさわしくないもの。

④次にかかる経費は、団体運営費補助金を除き原則として対象外とする。
　・施設管理費等の本来団体の自己財源で賄う経費
　・団体で雇用する職員の人件費（臨時雇用を除く）
　・目的等が異なる他の団体等へ行う迂回助成

（注）事業の目的に応じ、対象経費と対象外経費が明確に区分されていること。

（５）補助金の適正化

①補助金の交付率については、原則として補助対象経費の２分の１以内とす
る。ただし、上限額等について別途基準を定めているものについてはその範囲
内とする。

②国庫、県補助を伴う事業に係る町の補助は、合理的理由がない限り上乗せ
補助は行わない。

③団体等の決算において、繰越金の額が補助金を超えている場合などについ
ては、補助金を調整する。

④個人を対象とする補助金については、町税の納付状況や所得要件等による
交付の制限を必要に応じて設定する。

（６）交付期間

①最長３年の終期を設定し、更新の必要がある場合には必ず見直し基準によ
る見直しを行うこと。

②国、県補助によるものは、国及び県の補助終了をもって終了し、更新の必要
がある場合には必ず見直し基準による見直しを行うこと。

補　助　金　等　交　付　基　準

判

断
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所管 　 課 係

氏名 会員数

住所

連絡先

n-2年度 n-1年度 n年度 n年度

国庫・県 補助率 補助金額

／

／

／

５

◎各年度の決算、予算及び申請状況が把握できる資料を添付してください。

補　助　金　の　名　称　

収入－支出　

合 計

そ の 他
の 支 出

会 議 費
支
　
　
　
　
出

事 業 費

収
　
　
　
　
入

そ の 他
の 収 入

　補助率　／　、　　　％ 　　

会 費

町補助金

繰 越 金

合 計

補助目的

補助団体等の収支 　　　　備　　　　　考
（区分ごとの主な内容・
内訳を記載）

団
 

体
 

等
　
の
　
予
　
算
　
決
　
算
　
状
　
況

区　　　　　　　分 決算額 決算額 予算額 申請額

交付要綱等

事業概要

代表者　氏名
住所・連絡先 下部組織

名　　　称

根拠法令等

補　助　金　調　書

番号

（単位：千円）

補助金名称
補助団体
名　　　称
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補助金等の名称

支出先（団体名）

区　分 評価 備　考

　 ① 町民の福祉の向上につながる事業である。

（１）公共性 ② 行政が関与すべき事業である。

③ 町の施策と一致している。

④ 不特定多数の町民に効果が及ぶ。

　 ⑤ 目的が現在の社会情勢に合っている。

（２）効果性 ⑥ 活動が社会的ニーズに合っている。

　 ⑦ 費用対効果が認められる。

⑧ 団体と活動内容が法令等を考慮している。

⑨ 会費を徴収するなどの自主財源の確保に努めている。

（３）団体等の的確性 ⑩ 団体の繰越等の余剰財源が補助金額を上回っていない。

⑪
補助金の使途のうち、事業に関係ない経費は含まれていない。
（慶弔費、飲食費、親睦会費、視察・研修経費など）

総合評価

６

【評価方法】　 A：あてはまる 　B：どちらかというとあてはまる 　C：どちらかというとあてはまらない 　D：あてはまらない

評価項目

補　助　金　等　交　付　基　準　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト　
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交付団体意見

担当課意見

審査会意見

７

◎補助金の交付に関する意見



項　目 内　容

（１）　継続

①及び①を満たす②～⑤のいずれかに該当するもの。ただし、（３）減額に該当
する場合には、（３）減額とする。

①交付基準等に適合しており、補助金の必要性が認められるもの（交付基準
チェックシートで確認）。

②法令等により補助することが義務づけられているもの。

③国、県の補助金を財源の一部として充てる事業のうち、町の負担が義務的に
あるもの。

④他の市町村との協議等により、町の負担が決定しているもの。

⑤行政目的を達成するために、行政が実施すべき事業を補完して実施している
もの。

＊補助期間については、３年以内を設定すること。

（２）　廃止

（１）継続のいずれかの要件を満たしておらず、①～⑤のいずれかに該当するも
の。

①補助目的がすでに達成されたもの。

②社会情勢等の変化により補助の目的が適切でなく、事業効果が薄れている
もの。

③長期にわたり継続して補助しているもののうち、目的が十分達成されていな
いなど事業効果が不明確となり、事業目的があいまいになっているもの。

④会計処理、補助金の使途が適正でないもの。

⑤その他、補助金交付基準に適合しないと思われる事業または団体等に対し
て補助しているもの。

（３）　減額

（１）継続のいずれかの要件を満たしているが、①～④のいずれかに該当するも
の。

①決算内容を精査した後の繰越金が補助金の３分の１以上超えているもの。

②交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費等へ支出しているもの。

③宿泊を伴う視察や慰労的な研修の経費へ支出しているもの。

④国庫、県補助を伴う事業に係る町の補助のうち上乗せしているものについ
て、社会情勢等の変化により事業効果が不明確となり、合理的目的が認められ
ないもの。

＊補助期間については、３年以内を設定すること。

（４）その他
①類似目的の補助は、統廃合を検討すること。

②補助金になじまないものについては、支出科目の見直しを行うこと。

補　助　金　等　見　直　し　基　準

８
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補助金等の名称

支出先（団体名）

区　分 備　考

　 ① 交付基準等に適合しており、補助金の必要性が認められる。

② 法令等により補助することが義務づけられている。

（１）　継続 ③
国、県の補助金を財源の一部として充てる事業のうち、町の負担が義務的にあ
る。

④ 他の市町村との協議等により、町の負担が決定している。

⑤ 行政目的を達成するために、行政が実施すべき事業を補完して実施している。

　 ⑥ 補助目的がすでに達成されている。

　 ⑦ 社会情勢等の変化により補助の目的が適切でなく、事業効果が薄れている。

（２）　廃止 ⑧
目的が十分達成されていないなど事業効果が不明確となり、事業目的も不明確
である。

⑨ 会計処理、補助金の使途が不適正である。

　 ⑩
補助金交付基準に適合しないと思われる事業または団体等に対して補助してい
る。

⑪ 決算内容を精査した後の繰越金が補助金額の３分の１以上超えている。

⑫ 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費等へ支出している。

（３）　減額 ⑬ 宿泊を伴う視察や慰労的な研修の経費へ支出している。

⑭
国庫、県補助を伴う事業に係る町の上乗せ補助を行うための事業効果や合理
的目的が認められない。

⑮ 類似している補助金がある。

⑯ 補助金になじまないので、支払科目を変更する必要がある。

⑰ 補助金の交付を受けている期間が、３年を超えている。

総合評価

９

【評価方法】　 A：あてはまる 　B：どちらかというとあてはまる 　C：どちらかというとあてはまらない 　D：あてはまらない

評価項目

補　助　金　等　見　直　し　基　準　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト　

（４）その他

評価
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交付団体意見

担当課意見

審査会意見

１０

◎補助金の見直しに関する意見
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会議開催 開　催　日 議　題　他

（１）役員選出

委嘱式
平成１９年６月６日（金）

（２）補助金の現状と見直しについて

第１回 　 （３）今後のスケジュール

（４）その他

（１）補助金調書等からみた補助金の現状について

第２回 平成１９年７月１８日（水） （２）市川三郷町補助金等の見直しについて（案）

（３）その他

（１）市川三郷町補助金等の見直しに関する提言書

第３回 平成１９年８月２４日（金） （案）について

（２）その他

（１）市川三郷町補助金等の見直しに関する提言書

第４回 平成１９年９月２５日（火） （案）について

（２）提言書の提出

市川三郷町補助金等見直し委員会　活動状況

１２


